
元
結
の
散
文
に
お
け
る
寓
言
に
つ
い
て

加

藤

敏

千
葉
大
学
教
育
学
部

A
Study

on
the
P
arable

used
for
Y
uan
Jie

（
元
結
）’s
P
rose

K
A
T
O
Satoshi

F
aculty

of
E
ducation,C

hiba
U
niversity,Japan

唐
代
の
詩
人
元
結
の
散
文
に
み
ら
れ
る
諷
諭
の
表
現
な
ら
び
に
寓
言
的
散
文
に
つ
い
て
、
柳
宗
元
の
寓
言
と
比
較
し
つ
つ
考
察
し
、
元
結
は
、
よ
り
直
接
に
社
会
の
持
つ
様
々
な
問
題
を
指
摘
し
、
戒
め
ま

た
諫
め
る
こ
と
を
意
図
し
つ
つ
、
諷
諭
の
表
現
を
展
開
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド：

元
結
（Y

uan
Jie

）

元
子
（Y

uan
Z
i

）

寓
言
（parable

）

柳
宗
元
（L

iu
Z
ong
Y
uan

）

は
じ
め
に

元
結
は
、
天
宝
六
載
（
七
四
七
）
の
制
科
に
下
第
し
、
天
宝
十
二
載
（
七
五
三
）
に
進
士
に
挙

げ
ら
れ
ま
で
の
間
、
ほ
ぼ
魯
山
県
南
の
商
余
山
に
静
養
の
日
々
を
過
ご
し
て
い
た
。
こ
の
時
期
は
、

深
い
煩
悶
の
う
ち
に
あ
っ
て
、
元
結
が
自
ら
の
表
現
を
形
作
っ
て
い
っ
た
時
期
で
あ
る
が
、
一
方

で
活
発
な
表
現
の
営
み
が
展
開
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
「
自
釈
」（

（
注
１
）

巻
八
）
の
中
で

自
ら
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

少
居
商
余
山
、
著
元
子
十
篇
。
故
以
元
子
為
称
。

少
く
し
て
商
余
山
に
居
り
、
元
子
十
篇
を
著
す
。
故
に
元
子
を
以
て
称
と
為
す
。

こ
の
『
元
子
』
は
、
す
で
に
散
逸
し
て
い
る
が
、
宋
、
高
似
孫
『
子
略
』（
巻
四
）
に
、「
初
、

結
居
商
余
山
著
書
。
其
序
謂
、
天
宝
九
年
庚
寅
至
十
二
年
癸
巳
、
一
万
六
千
五
百
九
十
五
言
、
分

十
巻
。
…
…
（
初
め
、
結
商
余
山
に
居
り
て
書
を
著
す
。
其
の
序
に
謂
ふ
、
天
宝
九
年
庚
寅
よ
り

十
二
年
癸
巳
に
至
る
、
一
万
六
千
五
百
九
十
五
言
、
十
巻
に
分
か
つ
。
…
…
）」
と
あ
り
、
宋
、

洪
邁
『
容
斎
随
筆
』（
巻
十
四
）
に
も
、「
又
有
元
子
十
巻
。
李

作
序
。
予
家
有
之
。
凡
一
百
五

篇
。
其
十
四
篇
已
見
於
文
篇
。（
又
元
子
十
巻
有
り
。
李

序
を
作
る
。
予
が
家
に
之
有
り
。
凡

そ
一
百
五
篇
な
り
。
其
の
十
四
篇
は
已
に
文
篇
に
見
ゆ
。）」
と
見
え
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
に
よ
れ

ば
、『
元
子
』
十
巻
は
、
一
百
五
編
、
一
万
六
千
五
百
九
十
五
字
か
ら
な
る
著
作
で
あ
っ
た
。
同

時
期
に
は
「
文
編
」（
散
佚
）
も
表
さ
れ
て
お
り
、
元
結
が
こ
の
時
期
盛
ん
な
著
作
活
動
を
展
開

し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
ま
た
「
文
編
序
」（
巻
十
）
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

侍
郎
楊
公
見
文
編
、
歎
曰
、
以
上
第
汚
元
子
耳
。
有
司
得
元
子
是
頼
。

侍
郎
楊
公
文
編
を
見
、
歎
じ
て
曰
は
く
、
上
第
を
以
て
元
子
を
汚
す
の
み
。
有
司
元
子
を

得
是
れ
頼
る
、
と
。

楊
公
は
、
礼
部
侍
郎
楊
浚
の
こ
と
で
、
天
宝
十
二
載
、
十
三
載
の
知
貢
挙
で
あ
っ
た
。
彼
が
元

結
の
「
文
編
」
に
感
嘆
し
て
発
し
た
言
葉
の
中
に
「
元
子
」
と
あ
る
こ
と
は
、
元
結
が
「
元
子
」

や
「
文
編
」
を
世
に
問
い
、
元
子
と
呼
ば
れ
、
名
を
あ
ら
わ
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
で

あ
ろ
う
。
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『
元
子
』
の
内
容
の
片
鱗
は
先
に
挙
げ
た
洪
邁
の
『
容
斎
随
筆
』
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
洪

邁
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

而
第
八
巻
中
所
載

方
国
二
十
国
事
、
最
為
譎
誕
。
其
略
云
、
方
国
之

、
尽
身
皆
方
、
其

俗
悪
円
。
設
有
問
者
、
曰
、
汝
心
円
。
則
両
手
破
胸
露
心
、
曰
、
此
心
円
耶
。
円
国
則
反
之
。

言
国
之

、
三
口
三
舌
。
相
乳
国
之

、
口
以
下
直
為
一
竅
。
無
手
国
足
便
於
手
、
無
足
国
膚

行
如
風
。
其
説
類
近
山
海
経
、
固
已
不
�
。
至
云
、
悪
国
之

、
男
長
大
則
殺
父
、
女
長
大
則

殺
母
、
忍
国
之

、
父
母
見
子
如
臣
見
君
、
無
鼻
之
国
、
兄
弟
相
逢
、
則
相
害
、
触
国
之

、

子
孫
長
大
則
殺
之
。
如
此
之
類
、
皆
悖
理
害
教
、
於
事
無
補
。
次
山
中
興
頌
与
日
月
争
光
。
此

雖
不
作
可
也
。
惜
哉
。

而
し
て
第
八
巻
中
載
す
る
所
の

方
国
二
十
国
の
事
は
、
最
も
譎
誕
為
り
。
其
の
略
に
云

へ
ら
く
、
方
国
之

、
尽
身
皆
方
な
り
、
其
の
俗
円
き
を
悪
む
。
設
し
問
ふ
者
有
ら
ば
、
曰

は
く
、
汝
が
心
円
し
、
と
。
則
ち
両
手
も
て
胸
を
破
り
心
を
露
し
、
曰
は
く
、
此
の
心
円
き

か
な
、
と
。
円
国
は
則
ち
之
に
反
す
。
言
国
の

は
、
三
口
三
舌
な
り
。
相
乳
国
の

は
、

口
以
下
は
直
ち
に
一
竅
を
為
す
。
無
手
国
は
足
手
よ
り
も
便
な
り
、
無
足
国
は
膚
行
く
こ
と

た
だ

風
の
ご
と
し
。
其
の
説
類
し
て
山
海
経
に
近
く
、
固
よ
り
已
に
�
し
か
ら
ず
。
悪
国
の

は
、

男
長
大
な
れ
ば
則
ち
父
を
殺
し
、
女
長
大
な
れ
ば
則
ち
母
を
殺
し
、
忍
国
の

は
、
父
母
子

を
見
る
こ
と
臣
の
君
を
見
る
が
ご
と
く
、
無
鼻
の
国
は
、
兄
弟
相
逢
へ
ば
、
則
ち
相
害
し
、

触
国
の

は
、
子
孫
長
大
な
れ
ば
則
ち
之
を
殺
す
、
と
云
ふ
に
至
る
。
此
の
ご
と
き
の
類
、

皆
理
に
悖
り
教
を
害
し
、
事
に
於
て
補
ふ
無
し
。
次
山
は
中
興
の
頌
日
月
と
光
を
争
ふ
。
此

れ
作
ら
ず
と
雖
も
可
な
り
。
惜
し
い
か
な
。

こ
こ
に
は
、
全
身
が
四
角
く
、
円
い
も
の
を
憎
み
、
問
う
者
が
あ
る
と
そ
の
者
の
胸
を
割
い
て

し
ま
う
方
国
を
は
じ
め
、
円
国
、
言
国
等
、「

方
」
の
国
々
の
異
様
な
生
き
物
の
姿
が
描
か
れ

て
い
る
。「

」
字
は
他
に
用
例
を
見
ず
、
音
義
未
詳
と
さ
れ
る
。
恐
ら
く
元
結
に
よ
る
造
字
で
、

人
と
も
獣
と
も
つ
か
な
い
生
き
物
を
言
う
と
思
わ
れ
る
。
洪
邁
は
こ
の
異
様
な
国
々
の
描
写
を

『
山
海
経
』
に
類
似
す
る
奇
怪
で
不
正
な
も
の
で
あ
り
、
道
理
に
も
と
り
教
化
を
害
す
る
と
し
て

退
け
る
。
し
か
し
、
孫
望
氏
が
、「
元
結
通
過
這
種
創
作
、
形
象
地
刻
劃
、
厳
正
地
掲
穿
、
同
時

也
深
刻
而
尖
鋭
地
諷
刺
了
当
時
那
個
公
理
毀
棄
、
人
道
滅
絶
、
正
義
消
歇
的
万
悪
的
中
上
層

（
注
２
）

社
会
。

（
元
結
は
こ
れ
ら
の
創
作
を
通
し
て
、
道
理
が
捨
て
去
ら
れ
、
人
道
が
滅
び
、
正
義
が
失
わ
れ
た

極
悪
な
中
上
層
階
級
を
生
き
生
き
と
描
き
出
し
、
厳
し
く
暴
き
、
同
時
に
深
刻
に
そ
し
て
鋭
く
諷

刺
し
て
い
る
。）」
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
奇
怪
な
国
々
は
現
実
の
社
会
の
メ
タ
フ
ァ
ー
な
の

で
あ
り
、
こ
の
作
が
鋭
い
諷
刺
を
含
む
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

『
元
子
』
の
内
容
は
こ
の
記
述
以
外
不
明
で
あ
る
が
、
現
存
す
る
元
結
の
作
品
の
う
ち
、
商
余

山
に
静
養
し
て
い
た
時
期
の
も
の
は
ほ
と
ん
ど
元
子
を
名
乗
っ
て
お
り
、
孫
望
氏
や
楊
承
祖
氏
は
、

そ
の
中
の
い
く
つ
か
を
『
元
子
』
の
一
部
で
あ
る
と
推
定
し
て
い
る
。
例
え
ば
孫
望
氏
は
『
元
次

山
年
譜
』
天
宝
九
載
の
条
に
、「
心
規
、
戲
規
、
処
規
、
為
此
三
年
中
作
品
、
疑
皆
元
子
中
篇
目
。

又
悪
円
、
悪
曲
、
水
楽
説
、
訂
司
楽
氏
、
所
述
饒
山
野
味
。
並
浪
翁
観
化
四
篇
及
時
化
、
世
化
二

篇
、
疑
亦
此
際
作
品
、
且
皆
元
子
之
一

（
注
３
）

部
分
。（
心
規
、
戲
規
、
処
規
は
、
此
の
三
年
中
の
作
品

為
り
、
疑
ふ
ら
く
は
皆
元
子
中
の
篇
目
な
る
か
と
。
又
悪
円
、
悪
曲
、
水
楽
説
、
訂
司
楽
氏
は
、

述
ぶ
る
所
山
野
の
味
に
饒
む
。
並
び
に
浪
翁
観
化
四
篇
及
び
時
化
、
世
化
二
篇
も
、
疑
ふ
ら
く
は

亦
た
此
の
際
の
作
品
に
し
て
、
且
つ
皆
元
子
の
一
部
分
な
る
か
と
。）」
と
言
う
。
た
し
か
に
商
余

山
静
養
中
の
作
品
は
、
洪
邁
が
挙
げ
て
い
る
方
国
の
例
と
重
な
る
よ
う
な
、
現
実
に
対
す
る
諷
諭

や
諷
刺
の
作
が
多
い
。
孫
望
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
頃
の
作
品
が『
元
子
』の
一
部
で
あ
っ

た
可
能
性
は
高
い
。
と
す
れ
ば
『
元
子
』
は
当
時
と
し
て
は
稀
に
見
る
諷
諭
、
諷
刺
の
書
で
あ
っ

た
に
相
違
な
い
。

こ
の
時
期
に
著
さ
れ
た
多
く
の
諷
諭
、
諷
刺
の
作
品
は
ど
の
よ
う
な
特
色
を
持
っ
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
本
稿
は
、
元
結
の
商
余
山
静
養
の
時
期
に
著
さ
れ
た
作
品
に
つ
い
て
、
寓
言
の
視
点

か
ら
考
察
し
て
そ
の
特
色
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
こ
う
し
た
作
品
が
成
立
し
た
理
由
に
つ

い
て
検
討
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

第
一
節

寓

言

洪
邁
が
引
用
し
た
『
元
子
』
の

方
国
二
十
国
の
話
は
、
寓
言
と
呼
べ
る
も
の
で
あ
っ
た
可
能

性
が
あ
る
。
寓
言
と
は
、
主
に
道
徳
的
な
寓
意
を
含
ん
だ
短
編
の
物
語
や
詩
を
言
う
が
、
松
本
肇

氏
は
柳
宗
元
の
寓
言
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
、
こ
の
概
念
を
拡
張
さ
せ
、「
寓
言
と
呼
ぶ
の
は
、

寓
意
性
を
含
む
作
品
の
こ
と
で
あ
り
、
主
に
短
い
物
語
に
よ
っ
て
教
訓
を
示
す
た
と
え
話
を
指
す

が
、
物
語
の
か
た
ち
は
取
ら
な
く
て
も
、
表
面
上
の
意
味
と
は
別
の
意
味
を
認
め
う
る
作
品
は
寓

言
と
し
て
（
注
４
）

扱
う
。」
と
定
義
し
て
い
る
。

ま
た
寓
言
は
、
寓
意
が
直
感
的
に
理
解
さ
れ
る
と
い
う
構
造
を
持
つ
様
式
で
あ
る
。

方
国
二

十
国
の
話
を
、
孫
望
氏
は
、
現
実
の
社
会
に
対
す
る
諷
刺
の
作
で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
た
。
洪
邁
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が
「
奇
怪
で
正
し
く
な
い
（
譎
誕
）」
と
解
釈
し
て
い
る
の
に
対
し
、
孫
望
氏
は
そ
の
寓
意
を
直

感
的
に
理
解
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

商
余
山
に
静
養
し
て
い
た
頃
の
元
結
の
散
文
作
品
に
は
、
こ
の
よ
う
な
寓
言
と
し
て
の
形
式
を

備
え
た
も
の
が
あ
る
。「

げ
い

論
」（
巻
四
）
を
見
て
み
よ
う
。

元
子
天
宝
中
曾
預
讌
於
諫
大
夫
之
座
。
酒
尽
而
無
以
続
之
。
大
夫
歎
曰
、
諫
議
散
冗
者
、
貧

無
以
継
酒
。
嗟
哉
。
元
子
酔
中
議
之
曰
、
大
夫
頗
能
用
一
謀
、
令
大
夫
尊
重
如
侍
中
、
威
権
等

司
隷
。
何
若
。
大
夫
問
謀
。（
第
一
段
）

対
曰
、
得

婢
一
人
在
人
主
左
右
、
以

言
先
諷
、
則
可
。
請
有
所
説
。
大
夫
不
聞
古
有

侯
。
侯
家
得

婢
。
寐
則

言
。
言
則
侯
輒
鞭
之
。
如
是
一
歳
、
婢

如
故
。
侯
無
如
婢
何
。

有
夷
奴
、
毎
厭
労
辱
。
寐
則
仮

。
其
言
似
不
怨
而
若
忠
信
。
侯
聞
、
問
之
。
則
曰
、
素
有

病
。
寐
中

言
、
非
所
知
也
。
引

婢
自
弁
、
辞
説
云
云
。
侯
疑
学
婢
、
鞭
之
不
止
。

之
鉗

之
。
奴

愈
甚
。
奴
於
是
重
窺
侯
意
、
先
事

説
、
説
侯
之
過
、
警
以
禍
福
。
又
無
如
奴
何
。

客
有
知
侯
禍
機
。
因

奴
之
先
、
扣
侯
門
、
諫
侯
以
改
過
免
禍
。
侯
納
客
為
上
賓
、
復
其
奴
、

命
曰

良
氏
。
子
孫
世
在
于

。（
第
二
段
）

大
夫
誠
能
学
奴
効
婢
、
仮

言
以
譏
諫
人
主
、
俾
悔
過
追
誤
、
与
天
下
如
新
、
大
夫
見
尊
重

威
権
、
何
止
侍
中
司
隷
。
大
夫
乃
歎
曰
、
嗚
呼
、
吾
謂
今
之
士
君
子
、
曾
不
如

侯
夷
奴
耶
。

（
第
三
段
）

元
子
天
宝
中
曾
て
讌
に
諫
大
夫
の
座
に
預
か
る
。
酒
尽
き
て
以
て
之
を
続
く
る
無
し
。
大

夫
歎
き
て
曰
は
く
、
諫
議
は
散
冗
な
る
者
な
れ
ば
、
貧
に
し
て
以
て
酒
を
継
ぐ
無
し
。
嗟
、

と
。
元
子
酔
中
に
之
を
議
し
て
曰
は
く
、
大
夫
頗
る
能
く
一
謀
を
用
ゐ
な
ば
、
大
夫
を
し
て

尊
重
せ
ら
る
る
こ
と
侍
中
の
ご
と
く
、
威
権
司
隷
に
等
し
か
ら
し
め
ん
。
何
若
、
と
。
大
夫

謀
を
問
ふ
。（
第
一
段
）

対
へ
て
曰
は
く
、

婢
一
人
を
得
て
人
主
の
左
右
に
在
り
、

言
を
以
て
先
づ
諷
せ
し
む

れ
ば
、
則
ち
可
な
り
。
請
ふ
説
く
所
有
ら
ん
こ
と
を
。
大
夫
古
に

侯
有
る
を
聞
か
ず
や
。

侯
が
家

婢
を
得
た
り
。
寐
れ
ば
則
ち

言
す
。
言
へ
ば
則
ち
侯
輒
ち
之
を
鞭
つ
。
是
く
の

ご
と
く
す
る
こ
と
一
歳
、
婢

す
る
こ
と
故
の
ご
と
し
。
侯
婢
を
如
何
と
も
す
る
無
し
。
夷

奴
有
り
、
毎
に
労
辱
に
厭
ふ
。
寐
れ
ば
則
ち
仮

す
。
其
の
言
怨
ま
ざ
る
に
似
て
忠
信
の
ご

と
し
。
侯
聞
き
て
、
之
に
問
ふ
。
則
ち
曰
は
く
、
素

病
有
り
。
寐
中
の

言
は
、
知
る
所

に
非
ざ
る
な
り
、
と
。

婢
を
引
き
て
自
ら
弁
じ
、
辞
説
云
云
た
り
。
侯
婢
に
学
ぶ
か
と
疑

ひ
、
之
を
鞭
ち
て
止
め
ず
。
之
を

し
之
を
鉗
す
。
奴
の

愈
甚
だ
し
。
奴
是
に
於
い
て
重

ね
て
侯
の
意
を
窺
ひ
、
事
に
先
ん
じ
て

説
し
、
侯
の
過
ち
を
説
き
、
警
む
る
に
禍
福
を
以

て
す
。
又
奴
を
如
何
と
も
す
る
無
し
。
客
に
侯
の
禍
機
を
知
る
も
の
有
り
。

奴
の
先
に
因

り
て
、
侯
の
門
を
扣
き
、
侯
を
諫
め
て
以
て
過
ち
を
改
め
禍
ひ
を
免
か
れ
し
む
。
侯
客
を
納

れ
て
上
賓
と
為
し
、
其
の
奴
を
復
し
、
命
け
て

良
氏
と
曰
ふ
。
子
孫
世

に
在
り
。

（
第
二
段
）

大
夫
誠
に
能
く
奴
の
婢
に
効
ひ
、

言
に
仮
り
て
以
て
人
主
を
譏
諫
す
る
に
学
び
、
過
ち

を
悔
い
誤
り
を
追
ひ
、
天
下
と
与
に
新
た
な
る
が
ご
と
く
せ
し
め
ば
、
大
夫
尊
重
せ
ら
れ
て

威
権
あ
る
こ
と
、
何
ぞ
侍
中
司
隷
に
止
ま
ら
ん
や
、
と
。
大
夫
乃
ち
歎
じ
て
曰
は
く
、
嗚
呼
、

吾
謂
へ
ら
く
今
の
士
君
子
、
曾
ち

侯
の
夷
奴
に
如
か
ず
や
、
と
。（
第
三
段
）

こ
の
作
品
は
、
寝
言
に
よ
っ
て
主
君
を
諫
め
た
古
代
の
奴
隷
の
話
を
引
き
、
諫
議
大
夫
に
遠
回

し
に
穏
や
か
に
諫
め
る
こ
と
（
譏
諫
）
を
勧
め
る
も
の
で
あ
る
。「
諫
大
夫
」
は
諫
議
大
夫
、「

」

と
は
寝
言
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
段
で
、
元
子
が
諫
議
大
夫
の
宴
席
に
招
か
れ
た
お
り
、
酒

が
尽
き
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
語
り
だ
す
。
諫
官
の
職
が
閑
職
で
あ
っ
て
、
俸
給
が
少
な

い
こ
と
を
嘆
く
諫
議
大
夫
に
対
し
て
、
元
子
は
、
大
夫
が
尊
重
さ
れ
、
大
き
な
権
力
を
持
つ
こ
と

が
で
き
る
方
法
が
あ
る
と
言
う
。
諫
議
大
夫
は
、
そ
の
方
法
を
問
う
。
第
二
段
は
寓
言
の
部
分
で

あ
る
。

侯
の
家
に
寝
言
を
言
う
婢
が
い
て
、
寝
言
を
言
う
た
び
に
鞭
打
つ
の
で
あ
る
が
、
い
っ

こ
う
に
直
ら
な
い
。
す
る
と
あ
る
奴
隷
が
そ
ら
寝
言
を
言
い
始
め
る
。
そ
れ
は
、
主
君
に
対
し
て

恨
み
も
な
く
真
心
を
述
べ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

侯
は
厳
し
く
鞭
打
つ
の
だ
が
、
そ
ら
寝

言
は
ま
す
ま
す
ひ
ど
く
な
り
、
し
ま
い
に
は

侯
の
過
ち
を
説
き
、
禍
福
を
も
っ
て
戒
め
る
よ
う

に
な
る
。
や
が
て

侯
に
禍
が
兆
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
者
が
、
こ
の
奴
隷
の
導
き
で

侯
に
会

い
、
彼
を
諫
め
て
禍
を
免
れ
さ
せ
、
そ
の
結
果
、
そ
の
奴
隷
は

良
氏
と
な
っ
た
、
と
い
う
話
で

あ
る
。

第
三
段
で
は
、
元
子
は
諫
議
大
夫
に
向
か
っ
て
、
こ
の

良
氏
に
な
ら
い
、
君
主
を
穏
や
か
に

諫
め
る
こ
と
を
勧
め
て
い
る
。

『
大
唐
六
典
』（
巻
八
）
に
、「
諫
議
大
夫
掌
…
…
規
諫
諷
諭
。（
諫
議
大
夫
は
…
…
規
諫
諷
諭
を

掌
る
。）」
と
あ
る
よ
う
に
、
諫
議
大
夫
は
本
来
「
規
諫
諷
諭
」
を
掌
る
官
で
あ
る
。「
規
諫
」
と

は
、
規
準
、
規
範
を
示
し
て
諫
め
る
こ
と
を
言
う
。
太
宗
の
時
代
に
お
い
て
は
重
用
さ
れ
て
い
た

諫
官
は
、
元
結
の
時
代
に
は
名
ば
か
り
の
官
職
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
諫
議
大
夫
に
対
し
て
、
寝

元結の散文における寓言について
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言
の
寓
言
に
あ
や
か
っ
て
婉
曲
に
諭
す
諷
諫
を
勧
め
る
の
で
あ
る
。『
大
唐
六
典
』
の
注
が
、「
諫

有
五
。
吾
従
風
。（
諫
に
五
有
り
。
吾
は
風
に
従
は
ん
。）」
と
い
う
孔
子
の
こ
と
ば
を
引
用
す
る

よ
う
に
、
遠
回
し
に
諫
め
る
諷
諫
は
、
五
諫
の
第
一
に
あ
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
寝
言
の
寓
言
に

あ
や
か
っ
て
人
主
を
遠
回
し
に
諫
め
よ
と
は
、
な
ん
と
も
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
表
現
の
構
造
で
あ
り
、

シ
ニ
カ
ル
な
笑
い
の
う
ち
に
現
実
へ
の
諷
刺
が
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
「

論
」
に
は
、
元
子
が
登
場
す
る
。
元
子
と
い
う
自
称
は
、
先
に
引
い
た
よ
う
に
『
元

子
』
を
著
し
た
こ
と
に
よ
る
。
川
合
康
三
氏
が
「『
○
子
』
と
い
う
か
た
ち
で
自
称
す
る
こ
と
は

特
殊
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
一
人
称
、
三
人
称
と
い
う
区
分
が
西
欧
の
概
念
で
あ
っ
て
、『
○
子
』

は
三
人
称
的
な
一
人
称
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
だ
。
自
分
自
身
を
ひ
と
た
び
自
分
か
ら
離
れ
て
他

人
の
立
場
か
ら
称
し
た
も
の
で

（
注
５
）

あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
元
子
も
や
は
り
三
人
称
的
な

一
人
称
で
あ
る
。
し
か
し
元
結
の
場
合
に
は
、
こ
の
元
子
と
い
う
自
称
が
、
社
会
に
対
峙
し
、
世

俗
に
対
す
る
戒
め
や
諫
め
を
述
べ
る
と
い
う
表
現
者
の
態
度
を
表
す
自
称
に
な
っ
て

（
注
６
）

い
る
。

こ
こ
に
取
り
上
げ
た
「

論
」
を
は
じ
め
と
す
る
寓
言
は
、
元
結
の
如
何
な
る
表
現
者
の
態
度

を
表
し
て
い
る
の
か
。
次
節
で
は
、
柳
宗
元
の
寓
言
と
比
較
し
つ
つ
、
元
結
の
寓
言
の
特
色
を
考

察
す
る
。第

二
節

柳
宗
元
の
「
斬
曲
几
文
」
と
元
結
の
「
悪
曲
」

柳
宗
元
（
七
七
三
―
八
一
九
）
も
、
多
様
な
寓
言
を
残
し
て
い
る
。
松
本
（
注
７
）

肇
氏
は
、「
柳
宗
元

の
文
学
は
政
治
運
動
に
お
け
る
敗
北
の
所
産
」
で
あ
る
と
い
う
視
点
に
立
ち
、
そ
の
寓
言
を
敗
北

の
状
況
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
と
位
置
づ
け
、
社
会
批
判
の
意
図
を
込
め
た「
社
会
へ
の
憤
激
」、

自
ら
へ
の
戒
め
の
意
を
寓
し
た
「
自
戒
の
た
め
に
」、
愚
で
あ
る
こ
と
の
優
越
性
を
言
う
「
愚
者

の
文
学
」、
敗
北
者
の
視
点
に
か
ら
高
邁
な
理
想
の
追
求
を
述
べ
た
「
理
想
と
敗
北
」
の
四
種
に

大
き
く
分
類
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
「
社
会
へ
の
憤
激
」
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
、
醜
い
人
間
を

風
刺
し
た
「
讒
言
・
へ
つ
ら
い
」、
外
見
よ
り
も
中
身
が
大
切
で
あ
る
と
し
た
「
外
見
と
中
身
」、

さ
ま
ざ
ま
な
欲
望
の
た
め
に
自
滅
す
る
人
間
を
風
刺
し
た
「
欲
望
」、
権
力
の
恐
ろ
し
さ
を
描
い

た
「
権
力
」、
反
語
の
構
造
を
用
い
て
諷
刺
を
展
開
す
る
「
反
語
に
よ
る
諷
刺
」、
の
五
つ
に
分
け

て
い
る
。
そ
し
て
「
柳
宗
元
の
寓
言
に
は
、
政
治
社
会
を
風
刺
し
た
作
品
も
あ
れ
ば
、
愚
者
の
美

を
讃
え
た
作
品
も
あ
っ
た
。
そ
の
根
底
に
流
れ
て
い
る
の
は
、
高
邁
な
理
想
を
追
求
し
て
敗
れ
た

人
間
の
自
負
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。」
と
述
べ
、
豊
か
な
寓
言
の
根
底
に
自
ら
を
愚
者
と
位

置
づ
け
た
敗
者
の
強
い
自
負
心
が
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

松
本
氏
の
指
摘
は
、
元
結
の
文
学
を
考
え
る
上
で
も
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。
先
に
述
べ
た
よ

う
に
元
結
は
、
天
宝
六
載
の
制
科
に
応
じ
た
も
の
の
、
李
林
甫
の
策
略
に
よ
っ
て
下
第
、
帰
郷
し

て
商
余
山
に
静
養
し
、
深
い
煩
悶
の
う
ち
に
時
を
す
ご
し
て
い
た
。
彼
に
は
柳
宗
元
ほ
ど
の
絶
対

的
な
敗
者
意
識
は
な
い
が
、
自
ら
が
制
科
に
応
じ
た
こ
と
、
時
代
を
見
誤
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
彼

も
ま
た
自
ら
を
愚
者
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
貴
族
階
層
を
中
心
と
す
る
価
値
観
、
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
か
ら
排
除
さ
れ
た
元
結
は
、
深
い
苦
悩
の
う
ち
に
、
自
ら
を
顧
み
、
そ
し
て
自
ら
を
排
除
し

た
政
治
社
会
に
つ
い
て
、
思
索
を
深
め
て
い
っ
た
。
そ
の
な
か
で
彼
は
忠
や
直
と
い
っ
た
儒
教
的

価
値
観
を
も
っ
て
世
に
対
す
る
道
を
選
ん
だ
。
そ
う
し
た
価
値
観
を
持
っ
て
生
き
る
こ
と
は
貴
族

を
中
心
と
す
る
社
会
に
お
い
て
は
愚
以
外
の
何
者
で
も
な
い
と
し
た
の
で

（
注
８
）

あ
る
。

愚
者
に
は
愚
者
の
文
体
に
よ
る
表
現
が
必
要
で
あ
っ
た
。
駢
文
を
用
い
る
と
い
う
こ
と
は
貴
族

階
層
を
中
心
と
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
、
元
結
は
古
文
に
よ
る

諷
諭
の
表
現
を
展
開
し
て
、
世
俗
に
対
す
る
戒
め
や
諫
め
、
あ
る
い
は
諷
刺
の
意
を
託
し
た
作
品

を
多
く
著
し
た
の
で
あ
る
。
彼
の
寓
言
は
こ
う
し
て
成
立
し
た
。

柳
宗
元
に
お
け
る
愚
者
の
意
識
は
、
松
本
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
、
敗
者
の
自
負
を
持
つ
も
の
で

あ
っ
た
。
柳
宗
元
が
政
治
的
敗
者
と
し
て
の
自
負
を
持
っ
た
と
き
、
彼
は
社
会
と
対
峙
し
得
た
の

で
あ
っ
て
、
自
ら
を
疎
外
し
た
政
治
社
会
を
一
方
で
客
観
的
に
見
つ
め
る
視
座
が
成
立
し
た
の
で

あ
る
。
そ
の
視
座
は
や
は
り
駢
文
で
は
な
い
ス
タ
イ
ル
を
要
求
す
る
。
柳
宗
元
が
選
び
取
っ
た
の

も
古
文
で
あ
っ
た
。

両
者
の
表
現
を
松
本
氏
の
分
類
に
よ
っ
て
比
較
し
て
み
よ
う
。
松
本
氏
は
、「
社
会
へ
の
憤
激
」

の
中
で
、
讒
言
や
へ
つ
ら
い
に
対
す
る
憤
激
を
表
出
し
た
例
と
し
て
、
曲
が
っ
た
肘
掛
け
を
斬
る

こ
と
を
言
う
「
斬
曲
几
文
」（『
柳
宗
元
集
』
巻
十
八
）
を
挙
げ
て
い
る
。

后
皇
植
物
、
所
貴
乎
直
。
聖
主
取
焉
、
以
建
家
国
。
亘
為
棟
楹
、
斉
為
�
閾
。
外
隅
平
端
、

中
室
謹
飭
。
度
焉
以
几
、
維
量
之
則
。
君
子
憑
之
、
以
輔
其
徳
。（
第
一
段
）

末
代
淫
巧
、
不
師
古
式
。
断
茲
揉
木
、
以
限
肘
腋
。
欹
形
詭
状
、
曲
程
詐
力
。
制
類
奇
邪
、

用

縄
墨
。
勾
身
陋
狭
、
危
足
僻
側
。
支
不
得
舒
、
脅
不
遑
息
。
余
胡
斯
蓄
、
以
乱
人
極
。

（
第
二
段
）

追
咎
厥
始
、
惟
物
之
残
。
稟
気
失
中
、
遭
生
不
完
。
託
地

垤
、
反
時
燠
寒
。
鬱
悶
結
澀
、

蹇
艱
難
。
不
可
以
遂
、
遂
虧
其
端
。
離
奇
詰
屈
、
縮

。
含
蝎
孕
蠧
、
外
邪
中
乾
。
或

因
先
容
、
以
售
其
蟠
。
病
夫
甘
焉
、
制
器
以
安
。
彼
風
毒
敗
形
、
陰

遷
魄
。
禍
気
侵
骨
、
淫
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神
化
脈
。
体
仄
筋
倦
、
栄
乖
衛
逆
。
乃
喜
茲
物
、
以
為
己
適
。
器
之
不
祥
、
莫
是
為
敵
。
烏
可

昵
近
、
以
招
禍
癖
。（
第
三
段
）

且
人
道
甚
悪
、
惟
曲
為
先
。
在
心
為
賊
、
在
口
為
愆
。
在
肩
為
僂
、
在
膝
為
攣
。
戚
施
�

、

匍
匐
拘
拳
。
古
皆
斥
遠
、
莫
致
於
前
。
問
誰
其
類
、
悪
木
盗
泉
。
朝
歌
迴
車
、
簡
牘
載
焉
。
昭

王
市
骨
、
楽
毅
帰
燕
。（
第
四
段
）

今
我
斬
此
、
以
希
古
賢
。
諂
諛
宜
�
、
正
直
宜
宣
。
道
焉
是
達
、
法
焉
是
専
。
咨
爾
君
子
、

曷
不
乾
乾
。
既
和
且
平
、
獲
祐
於
天
。
去
悪
在
微
、
慎
保
其
伝
。（
第
五
段
）

后
皇
の
植
物
は
、
直
を
貴
ぶ
所
な
り
。
聖
主
取
り
て
、
以
て
家
国
を
建
つ
。
亘
し
て
棟
楹

と
為
し
、
斉
へ
て
�
閾
と
為
す
。
外
隅
は
平
端
に
し
て
、
中
室
は
謹
飭
す
。
焉
を
度
る
に
几

を
以
て
す
る
は
、
維
れ
量
の
則
な
り
。
君
子
之
に
憑
り
て
、
以
て
其
の
徳
を
輔
く
。（
第
一

段
）末

代
淫
巧
に
し
て
、
古
式
を
師
と
せ
ず
。
茲
の
揉
木
を
断
ち
、
以
て
肘
腋
を
限
る
。
欹
形

詭
状
、
曲
程
詐
力
な
り
。
制
は
奇
邪
に
類
し
て
、
用
て
縄
墨
を
絶
つ
。
勾
身
陋
狭
に
し
て
、

危
足
僻
側
す
。
支
は
舒
ぶ
る
を
得
ず
、
脇
は
息
ふ
に
遑
あ
ら
ず
。
余
胡
ぞ
斯
を
蓄
へ
て
、
以

て
人
極
を
乱
さ
ん
や
。（
第
二
段
）

厥
の
始
め
を
追
咎
す
る
に
、
惟
れ
物
の
残
な
り
。
気
を
稟
く
る
こ
と
中
を
失
ひ
、
生
に
遭

ふ
こ
と
完
か
ら
ず
。
地
の

垤
に
託
し
、
時
の
燠
寒
に
反
す
。
鬱
悶
結
澀
し
、

蹇
艱
難
た

り
。
以
て
遂
ぐ
べ
か
ら
ず
、
遂
に
其
の
端
を
虧
く
。
離
奇
と
し
て
詰
屈
し
、
縮

し
て

た
り
。
蝎
を
含
み
蠧
を
孕
み
、
外
は
邪
ま
に
し
て
中
は
乾
く
。
或
は
先
づ
容
る
に
因
り
て
、

以
て
其
の
蟠
を
售
る
。
病
夫
焉
に
甘
ん
じ
、
器
を
制
し
て
以
て
安
ん
ず
。
彼
の
風
毒
形
を
敗

り
、
陰

魄
を
遷
す
。
禍
気
骨
を
侵
し
、
淫
神
脈
を
化
す
。
体
仄
き
て
筋
倦
み
、
栄
は
乖
き

衛
は
逆
す
。
乃
ち
茲
の
物
を
喜
び
て
、
以
て
己
が
適
と
為
す
。
器
の
不
祥
な
る
、
是
よ
り
敵

為
る
は
莫
し
。
烏
く
ん
ぞ
昵
近
し
て
、
以
て
禍
癖
を
招
く
べ
け
ん
や
。（
第
三
段
）

且
つ
人
道
甚
だ
悪
む
は
、
惟
だ
曲
を
先
と
為
す
の
み
。
心
に
在
り
て
は
賊
と
為
り
、
口
に

在
り
て
は
愆
と
為
る
。
肩
に
在
り
て
は
僂
と
為
り
、
膝
に
在
り
て
は
攣
と
為
る
。
戚
施
�

し
、
匍
匐
拘
拳
す
。
古
皆
斥
け
遠
ざ
け
、
前
に
致
す
莫
し
。
誰
か
其
の
類
な
る
か
を
問
は
ば
、

悪
木
と
盗
泉
な
り
。
朝
歌
迴
車
、
簡
牘
焉
を
載
す
。
昭
王
骨
を
市
ひ
、
楽
毅
燕
に
帰
す
。

（
第
四
段
）

今
我
此
を
斬
り
て
、
以
て
古
賢
を
希
ふ
。
諂
諛
は
宜
し
く
�
る
べ
く
、
正
直
は
宜
し
く
宣

ぶ
べ
し
。
道
は
是
れ
達
し
、
法
は
是
れ
専
ら
な
ら
ん
。
咨
爾
君
子
、
曷
ぞ
乾
乾
た
ら
ざ
る
。

既
に
和
し
且
つ
平
ら
か
に
し
て
、
祐
を
天
に
獲
ん
。
悪
を
去
る
こ
と
微
に
在
り
、
慎
み
保
ち

て
其
れ
伝
へ
ん
。（
第
五
段
）

第
一
段
は
、
天
の
生
み
出
し
た
植
物
は
直
で
あ
る
こ
と
を
貴
び
、
聖
主
は
、
こ
の
直
に
基
づ
い

て
国
家
を
築
い
た
と
述
べ
、
几
は
、
室
内
を
測
る
と
き
の
基
準
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
君
子
の
徳

を
助
け
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
言
う
。
第
二
段
で
は
、
風
俗
が
乱
れ
て
曲
が
っ
た
木
で
肘
掛
け

を
作
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
に
、
肘
や
脇
が
自
由
に
な
ら
ず
、
窮
屈
で
手
足
も
伸
ば
す
こ
と
が
で

き
な
い
と
し
て
、
曲
が
っ
た
木
で
で
き
た
肘
掛
け
を
非
難
す
る
。
第
三
段
は
、
曲
が
っ
た
木
が
い

か
に
し
て
で
き
あ
が
っ
た
か
、
そ
れ
を
病
弱
な
人
間
が
肘
掛
け
に
す
る
こ
と
が
い
か
に
不
祥
な
こ

と
で
あ
る
か
を
述
べ
る
。
さ
ら
に
第
四
段
で
は
、
曲
が
人
道
に
お
い
て
最
も
憎
む
べ
き
も
の
で
あ

る
こ
と
を
言
い
、
第
五
段
で
、
こ
の
肘
掛
け
を
斬
り
、
阿
諛
追
従
す
る
も
の
が
懼
れ
、
正
直
な
る

も
の
が
あ
き
ら
か
と
な
る
と
い
う
寓
意
の
内
容
を
示
し
て
結
ん
で
い
る
。

こ
の
文
は
曲
が
っ
た
木
を
用
い
た
肘
掛
け
を
斬
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
だ
が
、
韓
醇
の
注
に

「
其
文
蓋
指
当
時
以
諂
曲
獲
用
者
。
又
謂
上
之
人
不
明
、
棄
直
而
用
曲
、
則
不
才
者
進
。
其
旨
微

矣
。（
其
の
文
蓋
し
当
時
の
諂
曲
を
以
て
用
ゐ
ら
る
る
を
獲
る
者
を
指
す
。
又
上
の
人
不
明
に
し

て
、
直
を
棄
て
て
曲
を
用
ゐ
れ
ば
、
則
ち
不
才
の
者
進
む
を
謂
ふ
。
其
の
旨
微
な
り
。）」
と
あ
る

よ
う
に
、
阿
諛
追
従
し
て
君
主
の
側
近
く
に
仕
え
る
者
を
指
弾
す
る
と
い
う
寓
意
の
内
容
が
直
感

的
に
把
握
さ
れ
る
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
優
れ
た
寓
言
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
ま
た
、
こ
こ

に
は
阿
諛
追
従
す
る
者
へ
の
激
し
い
憤
り
も
表
出
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
元
結
に
も
、
曲
が
っ
た
こ
と
を
憎
む
こ
と
を
述
べ
た
文
「
悪
曲
」（
巻
五
）
が
あ
る
。

元
子
時
与
隣
里
会
、
曲
全
当
時
之
懽
、
以
順
長
老
之
意
。
帰
泉
上
。
叔
盈
問
曰
、
向
夫
子
曲

全
其
懽
。
道
然
也
。
苟
為
爾
乎
。
元
子
曰
、
叔
盈
視
吾
、
曲
其
心
以
徇
財
利
、
曲
其
行
以
希
名

位
、
当
過
吾
。
吾
苟
全
一
懽
於
隣
里
。
無
悪
然
可
也
。（
第
一
段
）

東
邑
有
全
直
之
士
。
聞
元
子
対
叔
盈
、
恐
曰
、
吾
聞
元
次
山
約
其
門
人
曰
、
無
悪
我
之
小
曲
。

真

鄙
悪
辞
也
。
吾
輩
全
直
三
十
年
、
未
嘗
曲
気
以
転
声
、
曲
辞
以
達
意
、
曲
歩
以
便
往
、
曲

視
以
回
目
、
猶
患
於
古
人
。
古
人
有
悪
曲
者
、
不
曲
臂
以
取
物
、
不
曲
膝
以
便
坐
。
見
天
下
有

曲
於
君
、
曲
於
民
、
曲
於
鬼
神
者
、
往
劫
而
死
之
。
今
元
次
山
苟
曲
言
矣
。
強
全
一
懽
、
以
為

不
喪
其
直
。

哉
。
若
能
苟
曲
於
隣
里
、
強
全
一
懽
、
豈
不
能
苟
曲
於
郷
県
、
以
全
言
行
。
能

元結の散文における寓言について

４２８（５）



苟
曲
於
郷
県
、
豈
不
能
苟
曲
於
邦
国
、
以
彰
名
誉
。
能
苟
曲
於
邦
国
、
豈
不
能
苟
曲
於
天
下
、

以
揚
徳
義
。
若
言
行
名
誉
徳
義
皆
顕
、
豈
有
鍾
鼎
不
入
門
、
権
位
不
在
己
乎
。
嗚
呼
、
曲
為
之
、

小
為
大
之
漸
。
曲
為
之
也
、
有
何
不
可
。
姦
邪
凶
悪
其

乎
。（
第
二
段
）

元
子
聞
之
、
頌
曰
、
吾
以
顔
貌
曲
全
一
懽
、
全
直
君
子
之
悪
我
如
此
。
猶
有
過
於
此
者
、
何

以
自
免
。（
第
三
段
）

元
子
時
隣
里
と
会
し
、
曲
げ
て
当
時
の
懽
を
全
く
し
て
、
以
て
長
老
の
意
に
順
ふ
。
泉
上

に
帰
る
。
叔
盈
問
ひ
て
曰
は
く
、
向
に
夫
子
曲
げ
て
其
の
懽
を
全
く
す
。
道
然
る
か
。
苟
め

に
爾
す
る
を
為
す
か
、
と
。
元
子
曰
は
く
、
叔
盈
吾
を
視
、
其
の
心
を
曲
げ
て
以
て
財
利
に

徇
ひ
、
其
の
行
ひ
を
曲
げ
て
以
て
名
位
を
希
は
ば
、
当
に
吾
を
過
む
べ
し
。
吾
苟
め
に
一
懽

を
隣
里
に
全
く
す
。
然
す
る
を
悪
む
こ
と
無
く
し
て
可
な
り
、
と
。（
第
一
段
）

東
邑
に
全
直
の
士
の
有
り
。
元
子
の
叔
盈
に
対
ふ
る
を
聞
き
、
恐
れ
て
曰
は
く
、
吾
聞
く

元
次
山
其
の
門
人
に
約
し
て
曰
は
く
、
我
の
小
曲
を
悪
む
無
れ
、
と
。
真
に

鄙
の
悪
辞
な

り
。
吾
輩
直
を
全
く
す
る
こ
と
三
十
年
、
未
だ
嘗
て
気
を
曲
げ
て
以
て
声
を
転
じ
、
辞
を
曲

げ
て
以
て
意
を
達
し
、
歩
を
曲
げ
て
以
て
往
に
便
に
し
、
視
を
曲
げ
て
以
て
目
を
回
ら
さ
ず

し
て
、
猶
ほ
古
人
を
患
ふ
。
古
人
に
曲
を
悪
む
者
有
り
、
臂
を
曲
げ
て
以
て
物
を
取
ら
ず
、

膝
を
曲
げ
て
以
て
坐
に
便
に
せ
ず
。
天
下
に
君
に
曲
に
、
民
に
曲
に
、
鬼
神
に
曲
な
る
者
有

る
を
見
れ
ば
、
往
き
て
劫
し
て
之
を
死
す
。
今
元
次
山
苟
め
に
言
を
曲
げ
た
り
。
強
ひ
て
一

懽
を
全
く
し
て
、
以
て
其
の
直
を
喪
は
ず
と
為
す
。

な
る
か
な
。
若
し
能
く
苟
め
に
隣
里

に
曲
げ
て
、
強
ひ
て
一
懽
を
全
く
せ
ば
、
豈
に
苟
め
に
郷
県
に
曲
げ
て
、
以
て
言
行
を
全
く

す
る
こ
と
能
は
ざ
ら
ん
や
。
能
く
苟
め
に
郷
県
に
曲
げ
な
ば
、
豈
に
苟
め
に
邦
国
に
曲
げ
て
、

以
て
名
誉
を
彰
す
能
は
ざ
ら
ん
や
。
能
く
苟
め
に
邦
国
に
曲
げ
な
ば
、
豈
に
苟
め
に
天
下
に

曲
げ
て
、
以
て
徳
義
を
揚
ぐ
る
能
は
ざ
ら
ん
や
。
若
し
言
行
名
誉
徳
義
皆
顕
れ
な
ば
、
豈
に

鍾
鼎
門
に
入
ら
ず
、
権
位
己
に
在
ら
ざ
る
こ
と
有
ら
ん
や
。
嗚
呼
、
曲
げ
て
之
を
為
す
は
、

小
大
と
為
る
の
漸
な
り
。
曲
げ
て
之
を
為
す
や
、
何
の
不
可
な
る
有
ら
ん
や
。
姦
邪
凶
悪
其

の
お
と
り
な
る
か
、
と
。（
第
二
段
）

元
子
之
を
聞
き
、
頌
し
て
曰
は
く
、
吾
顔
貌
を
以
て
曲
げ
て
一
懽
を
全
く
す
る
す
ら
、
全

直
の
君
子
の
我
を
悪
む
こ
と
此
く
の
ご
と
し
。
猶
ほ
此
に
過
ぐ
る
者
有
ら
ば
、
何
を
以
て
自

ら
免
れ
ん
、
と
。（
第
三
段
）

こ
の
作
品
は
、
正
直
さ
を
曲
げ
て
相
手
に
お
も
ね
る
こ
と
を
戒
め
る
意
を
寓
し
た
も
の
で
あ
る
。

元
子
が
あ
る
時
、
村
の
集
ま
り
に
出
、
自
分
の
意
を
曲
げ
て
長
老
の
意
に
し
た
が
い
、
歓
び
を

尽
く
し
て
帰
っ
て
き
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
す
る
と
弟
子
の
叔
盈
が
、
疑
問
を
呈
す
る
。
元
子
は
、

私
が
心
を
曲
げ
て
利
益
に
し
た
が
っ
た
り
、
行
い
を
曲
げ
て
名
誉
や
位
を
こ
い
ね
が
う
と
い
う
の

で
あ
れ
ば
、
私
を
責
め
て
し
か
る
べ
き
だ
が
、
今
回
は
、
か
り
そ
め
に
歓
び
を
尽
く
し
た
だ
け
で

あ
る
、
と
答
え
た
（
第
一
段
）。
し
か
し
、
こ
の
軽
微
な
曲
が
っ
た
こ
と
を
東
の
村
の
「
全
直
之

士
」
が
厳
し
く
批
判
す
る
。
も
し
隣
村
で
曲
が
っ
た
こ
と
を
す
れ
ば
、
郷
県
、
邦
国
、
天
下
と
い

う
ふ
う
に
、
自
ら
を
曲
げ
て
言
行
を
全
う
し
、
誉
れ
を
明
ら
か
に
し
、
徳
を
顕
す
こ
と
と
な
り
、

や
が
て
富
貴
が
訪
れ
る
。
ど
の
よ
う
に
小
さ
い
こ
と
で
も
曲
が
っ
た
こ
と
を
す
れ
ば
、
や
が
て
、

い
か
な
る
こ
と
で
も
よ
し
と
し
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
も
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
、

そ
れ
は
ま
さ
し
く
邪
悪
さ
の
お
と
り
な
の
だ
、
と
言
う
の
で
あ
る
（
第
二
段
）。
そ
れ
を
聞
い
た

元
子
は
、「
全
直
之
士
」
の
こ
と
ば
を
ほ
め
た
た
え
る
（
第
三
段
）。

現
実
を
凝
視
す
る
営
み
は
多
分
に
批
判
的
な
視
線
を
伴
う
。
ま
た
、
現
実
か
ら
抽
出
さ
れ
る
の

は
観
念
の
み
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
憤
り
、
悲
哀
な
ど
様
々
な
感
情
が
ま
と
わ
り
つ
く
。
そ
の
感

情
も
時
に
は
捨
象
さ
れ
る
こ
と
な
く
作
品
に
溶
か
し
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。「
斬
曲
几
文
」
の

曲
が
っ
た
木
に
対
す
る
執
拗
な
ま
で
の
描
写
の
背
後
に
は
、
権
力
に
お
も
ね
る
者
た
ち
へ
の
強
い

憎
悪
が
窺
わ
れ
る
。
ま
た
元
結
の
「
悪
曲
」
に
は
現
実
の
社
会
に
対
す
る
否
定
や
苦
渋
の
思
い
を

読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
現
実
を
凝
視
す
る
営
み
を
伴
わ
な
い
単
な
る
教
訓
を
述
べ
る

だ
け
の
寓
言
と
は
異
な
る
柳
宗
元
や
元
結
の
寓
言
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
両
者
の
寓
言
に
は
明
ら
か
な
表
現
の
相
違
が
見
ら
れ
る
。
柳
宗
元
の
「
斬
曲
几

文
」
が
肘
掛
け
を
斬
る
こ
と
を
述
べ
な
が
ら
、
へ
つ
ら
う
者
へ
の
指
弾
の
意
を
寓
し
た
寓
言
の
作

と
な
っ
て
い
る
の
と
異
な
り
、
こ
の
「
悪
曲
」
は
、
曲
と
い
う
こ
と
を
テ
ー
マ
と
し
て
、
元
子
と

叔
盈
、「
全
直
之
士
」
と
の
問
答
に
よ
っ
て
正
直
さ
を
曲
げ
る
こ
と
が
否
定
さ
れ
て
ゆ
く
。
こ
こ

に
は
確
か
に
自
ら
の
正
直
を
曲
げ
て
お
も
ね
る
者
を
戒
め
る
寓
意
が
あ
る
。
し
か
し
、
寓
言
が
現

実
か
ら
あ
る
観
念
を
抽
出
し
、
そ
れ
を
豊
か
な
形
象
を
伴
っ
て
物
語
る
と
い
う
構
造
を
持
つ
文
学

様
式
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
こ
の
「
悪
曲
」
は
、
寓
言
と
し
て
の
構
造
が
十
分
で
は
な
い
。

一
方
、
柳
宗
元
の
「
斬
曲
几
文
」
は
、
現
実
の
政
治
社
会
を
凝
視
し
つ
つ
、
主
君
に
お
も
ね
っ
て

栄
達
を
図
る
者
た
ち
と
そ
の
害
悪
を
読
み
取
り
、
そ
れ
を
曲
が
っ
た
木
を
用
い
て
作
ら
れ
た
肘
掛

け
を
切
る
と
い
う
話
に
見
事
に
形
象
化
し
て
い
る
。
両
者
の
表
現
の
差
は
こ
こ
に
あ
る
。

柳
宗
元
は
、
観
念
を
生
き
生
き
と
形
象
化
し
て
表
現
す
る
こ
と
に
執
着
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う

し
た
志
向
は
、
動
物
を
用
い
た
寓
話
に
よ
く
表
れ
て
い
る
。
有
名
な
「
三
戒
」（『
柳
宗
元
集
』
巻
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十
九
）
を
取
り
上
げ
る
。

臨
江
之
人
、
畋
得
麋
麑
。
畜
之
入
門
、
群
犬
垂
涎
、
揚
尾
皆
来
。
其
人
怒
怛
之
。
自
是
抱
就

犬
、
習
示
之
使
勿
動
、
稍
使
与
之
戯
。
積
久
、
犬
皆
如
人
之
意
。
麋
麑
稍
大
、
忘
己
之
麋
也
。

以
為
犬
良
我
友
。
抵
触
偃
仆
、
益
狎
。
犬
畏
主
人
、
与
之
俯
仰
甚
善
。
然
時
啖
其
舌
。
三
年
、

麋
出
門
。
見
外
犬
在
道
甚
衆
、
走
欲
与
為
戯
。
外
犬
見
而
喜
且
怒
、
共
殺
食
之
、
狼
藉
道
上
。

麋
至
死
不
悟
。

（「
臨
江
之
麋
」）

臨
江
の
人
、
畋
し
て
麋
麑
を
得
た
り
。
之
を
畜
は
ん
と
し
て
門
に
入
れ
ば
、
群
犬
涎
を
垂

ら
し
、
尾
を
揚
げ
て
皆
来
た
る
。
其
の
人
怒
り
て
之
を
怛
れ
し
む
。
是
れ
よ
り
抱
き
て
犬
に

就
き
て
之
を
習
示
し
て
動
く
こ
と
勿
か
ら
し
め
、
稍
く
之
と
戯
れ
し
む
。
積
む
こ
と
久
し
く

し
て
、
犬
皆
人
の
意
の
ご
と
し
。
麋
麑
稍
く
大
に
し
て
、
己
の
麋
な
る
を
忘
る
る
な
り
。
以

為
へ
ら
く
犬
は
良
に
我
が
友
な
り
、
と
。
抵
触
偃
仆
し
て
益
狎
る
。
犬
主
人
を
畏
れ
、
之
と

俯
仰
す
る
こ
と
甚
だ
善
し
。
然
れ
ど
も
時
に
其
の
舌
を
啖
す
。
三
年
、
麋
門
を
出
づ
。
外
犬

の
道
に
在
る
こ
と
甚
だ
衆
き
を
見
、
走
り
て
与
に
戯
れ
を
為
さ
ん
と
欲
す
。
外
犬
見
て
喜
び

且
つ
怒
り
、
共
に
殺
し
て
之
を
食
ら
ひ
、
道
上
に
狼
藉
た
り
。
麋
死
に
至
る
も
悟
ら
ず
。

黔
無
驢
。
有
好
事
者
、
船
載
以
入
。
至
則
無
可
用
。
放
之
山
下
。
虎
見
之
、
尨
然
大
物
也
。

以
為
神
。
蔽
林
間
窺
之
。
稍
出
近
之
、
憖
憖
然
莫
相
知
。
他
日
驢
一
鳴
。
虎
大
駭
遠
遁
、
以
為

且
噬
己
也
。
甚
恐
。
然
往
来
視
之
、
覚
無
異
能
者
。
益
習
其
声
、
又
近
出
前
後
、
終
不
敢
搏
。

稍
近
益
狎
、
蕩
倚
衝
冒
。
驢
不
勝
怒
、
蹄
之
。
虎
因
喜
、
計
之
曰
、
技
止
此
耳
。
因
跳
踉
大

断
其
喉
、
尽
其
肉
乃
去
。
噫
、
形
之
尨
也
類
有
徳
、
声
之
宏
也
類
有
能
。
向
不
出
其
技
、
虎
雖

猛
、
疑
畏
卒
不
敢
取
。
今
若
是
焉
。
悲
夫
。

（
黔
之
驢
）

黔
に
驢
無
し
。
好
事
の
者
有
り
、
船
に
載
せ
て
以
て
入
る
。
至
れ
ば
則
ち
用
ゐ
る
べ
き
無

し
。
之
を
山
下
に
放
つ
。
虎
之
を
見
れ
ば
、
尨
然
と
し
て
大
な
る
物
な
り
。
以
て
神
と
為
す
。

林
間
に
蔽
れ
て
之
を
窺
ふ
。
稍
く
出
で
て
之
に
近
づ
け
ば
、
憖
憖
然
と
し
て
相
知
る
莫
し
。

他
日
驢
一
た
び
鳴
く
。
虎
大
い
に
駭
き
遠
く
遁
れ
、
以
て
且
に
己
を
噬
ま
ん
と
為
す
な
り
。

甚
だ
恐
る
。
然
れ
ど
も
往
来
し
て
之
を
視
れ
ば
、
異
能
無
き
者
な
る
を
覚
ゆ
。
益
其
の
声
に

習
れ
、
又
近
づ
き
て
前
後
に
出
づ
れ
ど
も
、
終
に
敢
へ
て
搏
た
ず
。
稍
近
づ
き
て
益
狎
れ
、

蕩
倚
衝
冒
す
。
驢
怒
り
に
勝
へ
ず
し
て
之
を
蹄
る
。
虎
因
り
て
喜
び
之
を
計
り
て
曰
は
く
、

技
此
に
止
ま
る
の
み
、
と
。
因
り
て
跳
踉
し
て
大
い
に

び
、
其
の
喉
を
断
ち
、
其
の
肉
を

尽
く
し
て
乃
ち
去
る
。
噫
、
形
の
尨
な
る
や
有
徳
に
類
し
、
声
の
宏
な
る
や
有
能
に
類
す
。

向
に
其
の
技
を
出
だ
さ
ず
ん
ば
、
虎
猛
な
り
と
雖
も
疑
ひ
畏
れ
て
卒
に
敢
へ
て
取
ら
ざ
ら
ん
。

今
是
く
の
ご
と
し
。
悲
し
き
か
な
。

永
有
某
氏
者
。
畏
日
拘
忌
異
甚
。
以
為
己
生
歳
直
子
。
鼠
子
神
也
。
因
愛
鼠
不
畜
猫
犬
。
禁

僮
勿
撃
鼠
。
倉
廩
庖
廚
悉
以
恣
鼠
不
問
。
由
是
鼠
相
告
、
皆
来
某
氏
、
飽
食
無
禍
。
某
氏
室
無

完
器
、

無
完
衣
。
飲
食
大
率
鼠
之
余
也
。
昼
累
累
与
人
兼
行
、
夜
則
窃
齧
闘
暴
。
其
声
万
状
、

不
可
以
寝
、
終
不
厭
。
数
歳
、
某
氏
徙
居
他
州
。
後
人
来
居
。
鼠
為
態
如
故
。
其
人
曰
、
是
陰

類
悪
物
也
。
盗
暴
尤
甚
。
且
何
以
至
是
乎
哉
。
仮
五
六
猫
、
闔
門
、
撤
瓦
、
灌
穴
、
購
僮
、
羅

捕
之
。
殺
鼠
如
丘
、
棄
之
隠
処
、
臭
数
月
乃
已
。
嗚
呼
、
彼
以
其
飽
食
無
禍
為
可
恒
也
哉
。

（
永
某
氏
之
鼠
）

永
に
某
氏
な
る
者
有
り
。
日
を
畏
れ
忌
に
拘
む
こ
と
異
に
甚
だ
し
。
以
為
へ
ら
く
己
の
生

歳
子
に
直
た
り
、
鼠
は
子
の
神
な
り
、
と
。
因
り
て
鼠
を
愛
し
猫
犬
を
畜
へ
ず
。
僮
に
禁
じ

て
鼠
を
撃
つ
こ
と
勿
ら
し
む
。
倉
廩
庖
廚
悉
く
以
て
鼠
に
恣
に
せ
し
め
て
問
は
ず
。
是
に
由

り
て
鼠
相
告
げ
て
皆
某
氏
に
来
り
、
飽
食
し
て
禍
無
し
。
某
氏
の
室
に
完
器
無
く
、

に
完

衣
無
し
。
飲
食
は
大
率
鼠
の
余
り
な
り
。
昼
は
累
累
と
し
て
人
と
兼
行
し
、
夜
は
則
ち
窃
齧

闘
暴
す
。
其
の
声
万
状
に
し
て
、
以
て
寝
ぬ
べ
か
ら
ざ
る
も
、
終
に
厭
か
ず
。
数
歳
、
某
氏

他
州
に
徙
居
す
。
後
人
来
り
て
居
り
。
鼠
態
を
為
す
こ
と
故
の
ご
と
し
。
其
の
人
曰
は
く
、

是
れ
陰
類
の
悪
物
な
り
。
盗
暴
尤
も
甚
だ
し
。
且
つ
何
を
以
て
是
に
至
れ
る
か
、
と
。
五
六

猫
を
仮
り
、
門
を
闔
ざ
し
、
瓦
を
撤
し
、
穴
に
灌
ぎ
、
僮
を
購
ひ
、
羅
も
て
之
を
捕
ふ
。
鼠

を
殺
す
こ
と
丘
の
ご
と
く
、
之
を
隠
処
に
棄
つ
れ
ば
、
臭
数
月
に
し
て
乃
ち
已
む
。
嗚
呼
、

彼
其
の
飽
食
し
て
禍
無
き
を
以
て
恒
な
る
べ
し
と
為
せ
る
か
。

こ
の
「
三
戒
」
に
は
、
寓
意
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
た
次
の
よ
う
な
序
が
付
さ
れ
て
い
る
。

吾
恒
悪
世
之
人
、
不
知
推
己
之
本
、
而
乗
物
以
逞
。
或
依
勢
以
干
非
其
類
、
出
技
以
怒
強
、

竊
時
以
肆
暴
、
然
卒
�
于
禍
。
有
客
談
麋
驢
鼠
三
物
、
似
其
事
、
作
三
戒
。

吾
恒
に
世
の
人
、
己
を
推
す
の
本
を
知
ら
ず
し
て
、
物
に
乗
じ
て
以
て
逞
し
く
す
る
を
悪

む
。
或
は
勢
に
依
り
て
以
て
其
の
類
に
非
ざ
る
を
干
し
、
技
を
出
だ
し
て
以
て
強
き
に
怒
り
、

時
を
竊
み
て
以
て
暴
を
肆
に
し
、
然
し
て
卒
に
禍
に
�
ぶ
。
客
麋
驢
鼠
の
三
物
を
談
ず
る
有

元結の散文における寓言について
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り
、
其
の
事
に
似
れ
ば
、
三
戒
を
作
る
。

序
に
よ
れ
ば
、「
三
戒
」
は
、
全
体
と
し
て
、
社
会
の
中
に
お
い
て
自
ら
が
い
か
な
る
存
在
で

あ
る
か
を
忘
れ
、
状
況
の
な
か
で
思
う
が
ま
ま
に
振
る
舞
う
者
た
ち
と
そ
の
悲
劇
を
諷
刺
し
た
こ

と
に
な
る
。
麋
は
、
自
ら
が
飼
い
主
に
守
ら
れ
て
い
る
存
在
で
あ
り
、
犬
が
飼
い
主
を
お
そ
れ
て

自
ら
に
手
を
出
さ
な
い
こ
と
を
知
ら
ず
、
危
険
な
犬
と
無
邪
気
に
戯
れ
、
結
局
は
殺
さ
れ
た
。
こ

の
話
は
、
自
ら
が
権
威
、
権
力
に
守
ら
れ
て
い
る
存
在
で
し
か
な
い
こ
と
を
知
ら
ず
に
、
思
う
が

ま
ま
に
振
る
舞
う
こ
と
の
愚
か
さ
を
戒
め
る
の
で
あ
る
。

驢
馬
は
、
自
ら
が
虎
に
対
し
て
は
何
ら
の
力
も
持
た
ぬ
弱
い
存
在
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
、

怒
り
に
ま
か
せ
て
虎
を
蹴
り
、
力
を
見
抜
か
れ
て
殺
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
自
ら
の
能
力

と
立
場
を
わ
き
ま
え
ず
力
を
持
つ
存
在
に
怒
り
を
ぶ
つ
け
る
こ
と
の
愚
か
さ
を
戒
め
て
い
る
の
で

あ
る
。

鼠
は
家
の
主
の
庇
護
の
も
と
、
罰
を
う
け
な
い
も
の
だ
か
ら
、
悪
行
の
限
り
を
尽
く
し
て
い
た

が
、
家
の
主
が
代
わ
る
や
、
忽
ち
に
処
分
さ
れ
て
し
ま
う
。
権
威
・
権
力
を
笠
に
着
て
思
う
が
ま

ま
に
振
る
舞
う
者
達
へ
の
戒
め
な
の
で
あ
る
。

こ
の
「
三
戒
」
は
、
権
力
の
恐
ろ
し
さ
を
浮
き
彫
り
に
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
解
釈
が

（
注
９
）

あ
る
。

ま
た
、
官
僚
や
そ
の
手
先
が
、
権
力
に
守
ら
れ
て
い
る
の
を
い
い
こ
と
に
お
ご
っ
て
い
る
こ
と
、

彼
ら
が
見
か
け
倒
し
で
あ
る
こ
と
、
思
う
が
ま
ま
に
振
る
舞
っ
て
い
る
こ
と
、
を
糾
弾
し
て
い
る

と
も
読
ま
れ
て
（
注
１０
）

い
る
。
こ
れ
ら
の
解
釈
の
差
は
、
抽
出
し
た
観
念
を
解
釈
す
る
か
、
抽
出
の
対
象

と
な
っ
た
現
実
に
つ
い
て
考
察
す
る
か
、
要
す
る
に
ど
の
過
程
を
読
む
か
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て

生
じ
て
い
る
。

い
ま
視
点
を
変
え
て
、
観
念
を
生
き
生
き
と
形
象
化
す
る
過
程
で
、
捨
象
さ
れ
ず
に
残
さ
れ
た

構
造
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
三
者
の
う
ち
、
麋
は
絶
対
の
権
力
に
庇
護
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知

ら
ず
に
思
う
が
ま
ま
に
振
る
舞
い
、
驢
は
絶
対
の
権
力
に
守
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
知
ら
な
か
っ

た
存
在
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
鼠
は
絶
対
の
権
力
に
庇
護
さ
れ
て
い
る
の
を
知
っ
て
思
う
が
ま
ま

に
振
る
舞
っ
た
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
死
の
描
写
に
お
い
て
も
同
様
の
差
異
が
見
ら
れ
る
。
無
知
故
に
食
わ
れ
て
し
ま
う

麋
と
驢
は
確
か
に
愚
か
な
存
在
で
は
あ
る
が
、
無
惨
に
殺
さ
れ
て
ゆ
く
描
写
に
は
悲
哀
が
漂
っ
て

い
る
。
一
方
鼠
は
、
退
治
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
異
様
な
腐
臭
の
描
写
に
は
語
り
手
の
呪
詛
が

込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
麋
と
驢
馬
は
、
自
ら
の
意
に
関
わ
り
な
く
靡
は
捕
ら
え
ら
れ
て
庇
護
さ
れ
、
驢
は
放

り
出
さ
れ
て
庇
護
の
外
に
置
か
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
鼠
は
庇
護
さ
れ
る
こ
と
を
知
り
、
自
ら
の

意
志
で
集
ま
っ
て
く
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

明
ら
か
に
麋
・
驢
の
二
者
と
鼠
と
は
異
な
る
視
座
か
ら
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
柳
宗
元
が
見
つ
め
て
い
た
も
の
は
、
官
僚
と
そ
の
手
先
と
い
う
よ
う
な
一
元
的
な
も
の
で
は

な
か
っ
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
柳
宗
元
の
寓
言
は
生
き
生
き
と
し
た
形
象
と
豊
か
な
内
包
性

を
持
つ
の
で
あ
る
。

第
三
節

元
結
の
寓
言

元
結
の
散
文
作
品
に
動
物
寓
話
は
見
ら
れ
な
い
。
商
余
山
中
に
あ
っ
た
頃
の
彼
の
作
品
は
、
寓

言
と
し
て
の
構
造
が
十
分
で
は
な
い
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
こ
の
点
で
柳
宗
元
と
大
き
く
異

な
っ
て
お
り
、
い
わ
ば
寓
言
的
な
散
文
と
呼
ぶ
方
が
ふ
さ
わ
し
い
。「
丐
論
」（
巻
四
）
を
見
て
み

よ
う
。天

宝
戊
子
中
、
元
子
遊
長
安
、
与
丐
者
為
友
。
或
曰
、
君
友
丐
者
、
不
太
下
乎
。（
第
一
段
）

対
曰
、
古
人
郷
無
君
子
、
則
与
雲
山
為
友
。
里
無
君
子
、
則
与
松
竹
為
友
。
坐
無
君
子
、
則

与
琴
酒
為
友
。
出
遊
於
国
、
見
君
子
則
友
之
。
丐
者
今
之
君
子
。
吾
恐
不
得
与
之
友
也
。
丐
者

丐
論
、
子
能
聴
乎
。（
第
二
段
）

吾
既
与
丐
者
相
友
。
喩
求
罷
。
丐
友
相
喩
曰
、
子
羞
吾
為
丐
耶
。
有
可
羞
者
、
亦
曾
知
之
未

也
。
嗚
呼
、
於
今
之
世
、
有
丐
者
。
丐
宗
属
於
人
、
丐
嫁
娶
於
人
、
丐
名
位
於
人
、
丐
顔
色
於

人
。
甚
者
則
丐
権
家
奴
歯
以
售
邪
妄
、
丐
権
家
婢
顔
以
容
媚
惑
。
有
自
富
丐
貧
、
自
貴
丐
賤
、

於
刑
丐
命
、
命
不
可
得
、
就
死
丐
時
、
就
時
丐
息
、
至
死
丐
全
形
、
而
終
有
不
可
丐
者
。
更
有

甚
者
。
丐
家
族
於
僕
圉
、
丐
性
命
於
臣
妾
。
丐
宗
廟
而
不
取
、
丐
妻
子
而
無
辞
。
有
如
此
者
、

不
為
羞
哉
。
吾
所
以
丐
人
之
棄
衣
、
丐
人
之
棄
食
、
提

倚
杖
、
在
於
路
傍
、
且
欲
与
天
下
之

人
為
同
類
耳
。
不
然
、
則
無
顔
容
行
於
人
間
。
夫
丐
衣
食
、
貧
也
。
以
貧
乞
丐
、
心
不
慙
。
迹

与
人
同
、
示
無
異
也
。
此
君
子
之
道
。
君
子
不
欲
全
道
耶
。
幸
不
在
山
林
、
亦
宜
具

杖
随
我
。

作
丐
者
之
状
貌
、
学
丐
者
之
言
辞
、
与
丐
者
之
相
逢
、
使
丐
者
之
無
恥
、
庶
幾
時
世
始
能
相
容
。

吾
子
無
矯
然
取
不
容
也
。（
第
三
段
）

於
戯
、
丐
者
言
語
如
斯
。
可
編
為
丐
論
、
以
補
時
規
。（
第
四
段
）

天
宝
戊
子
中
、
元
子
長
安
に
遊
び
、
丐
者
と
友
た
り
。
或
ひ
と
曰
は
く
、
君
丐
者
を
友
と
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す
る
は
、
太
だ
下
な
ら
ず
や
、
と
。（
第
一
段
）

対
へ
て
曰
は
く
、
古
人
は
郷
に
君
子
無
く
ん
ば
、
則
ち
雲
山
と
友
た
り
。
里
に
君
子
無
く

ん
ば
、
則
ち
松
竹
と
友
た
り
。
坐
に
君
子
無
く
ん
ば
、
則
ち
琴
酒
と
友
た
り
。
国
に
出
遊
し
、

君
子
を
見
れ
ば
則
ち
之
を
友
と
す
。
丐
者
は
今
の
君
子
な
り
。
吾
之
と
友
た
る
を
得
ざ
る
を

恐
る
る
な
り
。
丐
者
の
丐
論
、
子
能
く
聴
く
や
。（
第
二
段
）

吾
既
に
丐
者
と
相
友
た
り
。
喩
し
て
罷
め
ん
こ
と
を
求
む
。
丐
友
相
喩
し
て
曰
は
く
、
子

吾
丐
た
る
を
羞
づ
る
か
。
羞
づ
べ
き
者
有
り
、
亦
た
曾
ち
之
を
知
る
や
未
だ
し
や
。
嗚
呼
、

今
の
世
に
於
て
、
丐
ふ
者
有
り
。
宗
属
を
人
に
丐
ひ
、
嫁
娶
を
人
に
丐
ひ
、
名
位
を
人
に
丐

ひ
、
顔
色
を
人
に
丐
ふ
。
甚
し
き
者
は
則
ち
権
家
の
奴
の
歯
を
丐
ひ
て
以
て
邪
妄
を
售
り
、

権
家
の
婢
の
顔
を
丐
ひ
て
以
て
媚
惑
を
容
る
。
自
ら
富
み
て
貧
に
丐
ひ
、
自
ら
貴
く
し
て
賤

に
丐
ふ
有
り
。
刑
に
於
て
命
を
丐
ひ
、
命
得
べ
か
ら
ざ
れ
ば
、
死
に
就
き
て
時
を
丐
ひ
、
時

に
就
き
て
息
を
丐
ひ
、
死
に
至
り
て
形
を
全
く
せ
ん
こ
と
を
丐
へ
ど
も
、
終
に
丐
ふ
べ
か
ら

ざ
る
者
有
り
。
更
に
甚
だ
し
き
有
者
り
。
家
族
を
僕
圉
に
丐
ひ
、
性
命
を
臣
妾
に
丐
ふ
。
宗

廟
を
丐
へ
ど
も
取
ら
れ
ず
、
妻
子
を
丐
ひ
て
辞
す
る
無
し
。
此
く
の
ご
と
き
者
有
る
は
、
羞

と
為
さ
ざ
ら
ん
や
。
吾
人
の
棄
衣
を
丐
ひ
、
人
の
棄
食
を
丐
ひ
、

を
提
げ
杖
に
倚
り
、
路

傍
に
在
る
所
以
は
、
且
く
天
下
の
人
と
同
類
た
ら
ん
と
欲
す
る
の
み
。
然
ら
ず
ん
ば
、
則
ち

顔
容
の
人
間
に
行
く
無
し
。
夫
れ
衣
食
を
丐
ふ
は
、
貧
な
れ
ば
な
り
。
貧
を
以
て
乞
丐
す
る

は
、
心
に
慙
ぢ
ず
。
迹
人
と
同
じ
き
は
、
異
る
無
き
を
示
せ
ば
な
り
。
此
れ
君
子
の
道
な
り
。

君
子
は
道
を
全
く
せ
ん
と
欲
せ
ざ
ら
ん
や
。
幸
ひ
に
山
林
に
在
ら
ず
ん
ば
、
亦
た
宜
し
く

杖
を
具
へ
て
我
に
随
ふ
べ
し
。
丐
者
の
状
貌
を
作
し
、
丐
者
の
言
辞
を
学
び
、
丐
者
の
相
逢

ふ
と
与
に
し
、
丐
者
の
恥
無
き
を
使
ひ
な
ば
、
時
世
始
め
て
能
く
相
容
る
る
に
庶
幾
か
ら
ん
。

吾
子
矯
然
と
し
て
容
れ
ら
れ
ざ
る
を
取
る
こ
と
無
れ
、
と
。（
第
三
段
）

於
戯
、
丐
者
の
言
語
斯
く
の
ご
と
し
。
編
し
て
丐
論
を
為
り
て
、
以
て
時
規
を
補
ふ
べ
し
。

（
第
四
段
）

こ
の
「
丐
論
」
は
、
名
誉
や
権
勢
、
富
貴
を
追
求
す
る
当
代
に
あ
っ
て
、
貧
窮
で
あ
る
が
ゆ
え

に
衣
食
を
も
と
め
る
丐
者
（
乞
食
）
こ
そ
君
子
で
あ
る
こ
と
を
逆
説
法
を
用
い
て
述
べ
、
丐
者
を

称
揚
す
る
こ
と
を
通
し
て
醜
い
社
会
を
諷
刺
し
た
作
品
で
あ
る
。

丐
者
を
友
と
し
て
い
る
こ
と
を
非
難
さ
れ
た
元
子
は
、
丐
者
こ
そ
君
子
で
あ
る
と
し
（
第
二
段

落
）、
丐
者
の
論
を
展
開
し
て
ゆ
く
。
第
三
段
は
、
丐
者
が
語
る
論
の
部
分
で
あ
る
。
丐
者
は
、

先
ず
、
世
の
人
々
は
、
姻
戚
、
婚
姻
、
名
誉
、
地
位
な
ど
様
々
な
も
の
を
乞
い
求
め
、
甚
だ
し
い

場
合
に
は
処
刑
に
臨
ん
で
命
乞
い
を
す
る
、
実
に
恥
ず
べ
き
存
在
で
あ
る
、
と
言
い
、
さ
ら
に
、

自
分
た
ち
は
人
と
し
て
社
会
の
中
で
生
き
よ
う
す
る
が
、
貧
窮
故
に
人
の
捨
て
た
衣
服
や
食
物
を

乞
う
の
で
あ
っ
て
、
心
に
恥
じ
る
こ
と
は
な
く
、
自
分
た
ち
こ
そ
君
子
な
の
で
あ
る
、
と
主
張
す

る
。
そ
し
て
元
子
に
対
し
て
、
世
に
容
れ
ら
れ
な
い
者
と
し
て
生
き
る
の
で
は
な
く
、
自
分
た
ち

丐
者
に
学
ぶ
よ
う
に
諭
す
。

現
実
の
醜
さ
を
、
丐
者
の
物
語
と
し
て
、
す
な
わ
ち
寓
言
と
し
て
語
る
こ
と
は
十
分
可
能
で

あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
元
子
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
物
乞
い
を
す
る
世
人
の
醜
さ
を
逆
説
と
し
て
丐

者
に
指
摘
さ
せ
る
と
い
う
表
現
を
選
択
し
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
の
社
会
の
醜
さ
を
よ

り
直
接
に
指
摘
し
よ
う
と
す
る
。「
丐
論
」
の
よ
う
な
寓
言
的
散
文
作
品
に
お
い
て
も
、
世
俗
に

対
す
る
戒
め
や
諫
め
の
思
い
が
強
く
表
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

商
余
山
に
静
養
し
て
い
た
頃
の
元
結
の
散
文
は
、
散
逸
し
た
『
元
子
』
の
一
部
で
あ
っ
た
可
能

性
が
高
い
。
洪
邁
の
指
摘
や
元
子
と
名
乗
る
作
品
か
ら
す
る
と
、『
元
子
』
は
、
諷
諭
や
寓
言
を

含
ん
だ
、
当
時
と
し
て
は
異
色
の
著
作
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

こ
の
時
期
の
散
文
作
品
に
お
い
て
は
、
元
結
は
、
元
子
と
名
乗
り
、
好
ん
で
問
答
形
式
を
用
い

て
い
る
。
そ
の
中
に
は
「

論
」
の
よ
う
な
寓
言
と
呼
べ
る
作
品
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
多
く
は
、

諷
諭
の
レ
ベ
ル
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。

柳
宗
元
は
、
現
実
と
対
峙
す
る
過
程
で
生
じ
た
観
念
を
生
き
生
き
と
形
象
化
し
た
優
れ
た
寓
言

作
品
を
多
く
著
し
て
い
る
。
松
本
肇
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
彼
の
寓
言
の
根
底
に
は
「
高
邁
な

理
想
を
追
求
し
て
敗
れ
た
人
間
の
自
負
」
が
あ
り
、
そ
の
寓
言
は
、
豊
か
な
内
包
性
を
有
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

元
結
は
、
観
念
を
形
象
化
す
る
こ
と
よ
り
も
、
直
截
に
現
実
の
持
つ
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
指
摘

し
、
戒
め
あ
る
い
は
諫
め
る
と
い
う
こ
と
を
好
ん
だ
の
で
あ
る
。
寓
言
的
散
文
に
お
い
て
も
多
用

さ
れ
て
い
る
問
答
に
よ
っ
て
、
論
を
展
開
す
る
と
い
う
形
式
は
、
そ
う
し
た
意
識
を
表
出
す
る
の

に
相
応
し
い
形
式
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

注

（
１
）

元
結
の
作
品
の
引
用
は
全
て
『
元
次
山
集
』（
孫
望
著

中
華
書
局

一
九
六
〇
）
に
よ
る
。

元結の散文における寓言について
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（
２
）

孫
望
「
元
結
評
伝
」（『
蝸
叟
雑
稿
』
孫
望
著

上
海
古
籍
出
版
社

一
九
八
二
）

（
３
）

孫
望
著
『
元
次
山
年
譜
』（
古
典
文
学
出
版
社

一
九
五
七
）
一
九
ペ
ー
ジ
。

（
４
）

松
本
肇
著
『
柳
宗
元
研
究
』（
創
文
社

二
〇
〇
〇
）
二
一
ペ
ー
ジ
。

（
５
）

川
合
康
三
著
『
中
国
の
自
伝
文
学
』（
創
文
社

一
九
九
六
）
一
六
二
ペ
ー
ジ
。

（
６
）

拙
稿
「
元
結
に
お
け
る
元
子
の
意
味
」（『
千
葉
大
学
教
育
学
部
研
究
紀
要
』
第
五
一
巻

千
葉
大
学
教
育
学
部

二
〇
〇
三
）

（
７
）

松
本
肇
氏
、
前
掲
書
。
二
一
―
五
五
ペ
ー
ジ
。

（
８
）

拙
稿
「
元
結
の
自
述
三
編
に
つ
い
て
」（『
千
葉
大
学
教
育
学
部
研
究
紀
要
』
第
五
〇
巻

千
葉
大
学
教
育
学
部

二
〇
〇
二
）

（
９
）

松
本
肇
氏
、
前
掲
書
。
三
三
ペ
ー
ジ
。

（
１０
）

金
濤
主
編
『
柳
宗
元
詩
文
賞
析
集
』（
巴
蜀
書
社

一
九
八
九
）
上
巻
九
ペ
ー
ジ
。
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